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１. 目的 

この実施要領は、地方独立行政法人大阪市博物館機構（以下「本機構」という。）が「大阪市立美

術館大規模改修工事基本設計業務」（以下「本業務」という。）の委託先を選定するためのプロポー

ザル（以下「本プロポーザル」という。）に関して、必要な事項を定める。 

 

２. 業務概要 

（１）業務名   大阪市立美術館大規模改修工事基本設計業務 

（２）業務概要  「大阪市立美術館大規模改修工事基本設計業務委託特記仕様書（案）」を参照する 

こと。 

（３）業務期間  基本設計業務：契約締結日から令和３年３月 31日（予定）まで 

（４）委託料   （上限額）128,700,000円（税込） 

※提案見積価格書の金額が、委託料（上限額）を超過した場合は失格とします。 

（５）計画概要  「大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31年度）」等による。 

 

３. 選定について 

（１）選定方法と流れ 

大阪市立美術館大規模改修に係るプロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）にお

いて、参加者から提出された提案書等の書類、プレゼンテーションおよびヒアリングの内容を審

査するとともに、各参加者からの見積価格に関する審査を行い、委託候補者、次点候補者を特定

します。 

ア 実績・体制審査 

参加資格の確認をしたうえで、各参加者の実績・体制について審査委員会事務局にて採点を

行った結果を審査委員会に報告します。（なお応募者多数の場合は、実績・体制審査評価点の

上位４者程度を実績・体制審査通過者として選定します。） 

実績・体制審査終了後、速やかに審査結果を実績・体制審査書類の提出者全員に通知しま

す。実績・体制審査を通過した参加者には、プレゼンテーション・ヒアリング日程等を合わ

せて通知します。（応募者多数で実績・体制審査を通過しなかった参加者には、その旨を通知

します。） 

イ 業務提案審査 

実績・体制審査の通過者から提出された業務提案書に基づき、プレゼンテーションおよびヒ

アリングを実施し、その内容を審査委員会にて審査します。 

ウ 見積価格審査 

各参加者からの見積価格に関する審査を審査委員会事務局にて行い、審査委員会に報告しま

す。 

 

（２）審査委員会の構成 

審査委員会は、公平性・透明性を確保し、専門的な観点から評価を行うため、学識経験を有する

外部の者で構成します。委員名については、事前の公表は行いません。 
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（３）審査委員会事務局 

ア 提出先 

所在地 〒540－0008 大阪市中央区大手前４丁目１番 32号 大阪歴史博物館内 

担当  地方独立行政法人大阪市博物館機構 事務局 総務課(契約担当)  

イ 問い合わせ先 

所在地 〒540－0008 大阪市中央区大手前４丁目１番 32号 大阪歴史博物館内 

担当  地方独立行政法人大阪市博物館機構 事務局 施設管理課  

電話  06－6940－4301  ＦＡＸ 06－6940－4471 

ＵＲＬ  https://ocm.osaka/ 

※受付等については、午前９時から午後５時までとし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日か

ら金曜日の午後０時 15分～午後１時を除く。 

 

（４）スケジュール 

 内容 日時 

１ 公告日 令和２年５月 19日（火） 

２ 現地確認の申込期間 
公告日から 

令和２年５月 27日（水）午後５時まで 

３ 現地確認の日 
令和２年５月 25日（月）から 

令和２年５月 29日（金）まで 

４ 質疑書の受付 令和２年６月２日（火）午後５時まで 

５ 質疑書の回答 令和２年６月９日（火） 

６ 実績・体制審査書類の提出期限 令和２年６月 23日（火）午後５時まで 

７ 実績・体制審査結果の通知 令和２年６月 29日（月） 

８ 
業務提案審査・見積価格審査書類の 

提出期限 
令和２年７月 21日（火）午後５時まで 

９ 
審査委員会（プレゼンテーションおよび

ヒアリング） 
令和２年７月 31日（金）午後（予定） 

10 審査結果の通知・公表 令和２年８月上旬（予定） 

11 契約予定時期 令和２年８月中旬（予定） 

 

（５）資料の配布 

ア 配布資料 

資料１：大阪市立美術館大規模改修工事基本設計者選定公募型プロポーザル実施要領 

資料２：大阪市立美術館大規模改修工事基本設計者選定公募型プロポーザル評価要領 

資料３：大阪市立美術館大規模改修工事基本設計者選定公募型プロポーザル様式集 

資料４：大阪市立美術館大規模改修工事基本設計業務委託特記仕様書（案） 

資料５：大阪市立美術館構造調整・基本計画報告書（Ｈ26年度） 
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資料６：大阪市立美術館改修基本計画（Ｈ26年度） 

資料７：大阪市立美術館大規模改修にかかる基本計画策定支援及び技術的調査・検討業務報告

書（Ｈ29 年度） 

資料８：大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31年度） 

 

イ 配布方法 

上記資料１～４は本機構ホームページに掲載しますので必要に応じてダウンロードしてく

ださい。ＵＲＬは本要領３．（３）を参照してください。 

上記資料５～８は公告日から令和２年６月 23日（火）まで、本機構にてＣＤ－Ｒ（ＰＤＦ

データ）を配布します。事前に審査委員会事務局までお電話にてご連絡ください。 

なお、受け取りの際は、守秘義務誓約書【様式１】に記名押印し提出をお願いします。 

また、配布するＣＤ－Ｒについては、後日返却をお願いします。 

 

４. 参加資格 

（１）参加者の構成等 

ア 本プロポーザルの参加者は、次に示す構成とします。 

① 単体企業 

② 構成員数３社以内の共同企業体（以下「ＪＶ」という。） 

 

（２）参加資格 

ア 大阪府内に本社または支社（店）等を有すること。 

イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱または地方独立行政法人大阪市博物館機構競争入札参加停

止要領に基づく停止措置を受けていないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更正手続き等および民事再生法（平成 11年法

律第 225号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされていないこと。 

エ 技術提案時において、大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

いないこと。 

オ 国税・市町村税等に対して未納がないこと。 

カ 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けて

いること。 

キ 建築士法第 10条第１項の規定による処分を受けている者が所属していないこと。 

※参加者がＪＶである場合、代表構成員を含む構成員すべてが、上記ア～キのすべてを満たし

ていること。 

 

（３）設計業務に係る実績要件 

本プロポーザルの参加者は、次に掲げるいずれかの設計業務実績を有する者とします。 

ア 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、文化財建物で当該用途の床面積が 500㎡以上

の建築物の改修実施設計業務を元請（ＪＶの場合は代表構成員、構成員のいずれも可とす

る）として履行した実績があること。 
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イ 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、平成 31年国土交通省告示第 98号別添二によ

る建築物の類型十二 文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館に該当し、床面積

1,000㎡以上の建築物（ただし、複合施設の場合は、別用途（類型十二文化・交流・公益施設 

第２類 美術館・博物館以外）を除いた当該用途に供する部分の床面積の合計が 1,000㎡以

上の場合に限る。）の改修実施設計業務を元請（ＪＶの場合は代表構成員、構成員のいずれも

可とする）として履行した実績があること。 

※「文化財建物」とは、次の a，bのいずれかを指す。 

a文化財保護法に基づき、国が指定・登録・選定した現存する建築物、あるいは建築物の部分 

b 文化財保護法第 182 条第 2 項に基づき、地方公共団体が条例等で定めた現存する建築物、あ

るいは建築物の部分 

（４）配置技術者 

管理技術者、建築（総合）主任技術者、建築（構造）主任技術者、電気設備主任技術者、機械設

備主任技術者およびコスト管理主任技術者を配置するものとし、それぞれ次に掲げる資格を満たす

ものとします。 

ア 設計業務に係る配置技術者 

① 管理技術者       ： 一級建築士 

② 建築（総合）主任技術者 ： 一級建築士 

③ 建築（構造）主任技術者 ： 構造設計一級建築士 

④ 電気設備主任技術者   ： 建築設備士または設備設計一級建築士 

⑤ 機械設備主任技術者   ： 建築設備士または設備設計一級建築士 

⑥ コスト管理主任技術者  ： 建築コスト管理士、建築積算士または一級建築士 

 

※「管理技術者」とは、設計業務の管理および統括等を行う者をいう。 

※「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を

担う者をいう。 

※上記④または⑤のいずれかは、設備設計一級建築士の資格を有すること。 

※管理技術者と建築（総合）主任技術者の兼任は認めるが、その他各設計主任技術者との兼任に

ついては認めません。 

※管理技術者については、代表構成員となる企業と直接的かつ３か月以上の恒常的な雇用関係に

あること。 

※建築（総合）主任技術者は、代表構成員または構成員となる企業と直接的かつ３か月以上の恒

常的な雇用関係にあること。 

 

（５）参加における制限 

ア 参加者からの応募は１点のみとします。 

イ 参加者は、連名による応募はできません。 

ウ 参加者が単体企業である場合、他の参加者であるＪＶの代表構成員を含む構成員となること

はできません。 

エ 参加者がＪＶである場合、その代表構成員を含む構成員は他の参加者であるＪＶの代表構成
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員を含む構成員となることはできません。 

オ 参加者が業務を再委託する協力会社は、他の参加者の単体企業およびＪＶの代表構成員を含

む構成員となることはできません。また、他の参加者の協力会社となることもできません。 

カ 委託候補者に選ばれなかった参加者は、委託候補者の設計契約に協力会社として加わること

はできません。ただし、委託候補者以外の参加者における協力会社はこの限りではありませ

ん。 

※ア～カの制限に関しては、各企業の支店など事業所が別であっても、同一法人格の場合は同一

企業とみなします。 

キ 次に該当する者が所属する企業およびＪＶは参加資格を満たしている者であっても、本プロ

ポーザルに応募することはできません。 

① 大阪市博物館機構の組織に所属する者 

② 大阪市立美術館大規模改修その他整備事業に係るＣＭ業務の受託者 

 

５. 現地確認 

（１）申込期間 

公告日から令和２年５月 27日（水）午後５時まで 

 

（２）申込方法 

現地確認を希望する場合は、現地確認参加申込書【様式２】を審査委員会事務局宛にＦＡＸで提

出してください。送信後は、必ず審査委員会事務局に電話し、受信確認を行ってください。 

 

（３）現地確認日時の連絡 

現地確認は令和２年５月 25日（月）～５月 29日（金）の間で実施します。現地確認の日時は、

審査委員会事務局が調整のうえ、現地確認参加申込書に記載の担当者にＦＡＸ及び電話で連絡しま

す。 

現地確認の時間は午前９時 30分～午後５時までの間（正午から午後１時までを除く。）で実施予

定です。ただし、５月 26日（火）～５月 29日（金）については、午後５時からの１時間程度のみ

で実施予定です。 

 

 

６. 質問の受付および回答 

担当者の電子メールのアドレスを審査委員会事務局にＦＡＸ（任意様式）で送付してください。

ＦＡＸを受領後、本機構より担当者に電子メールを送付します。電子メールを受領後、質問は、質

疑書【様式３】により電子メールにて審査委員会事務局に送付してください。また、回答はとりま

とめのうえ、本機構ホームページに掲載します。なお、公正を期するため、電子メールのみの受付

とし、電話などによる個別の質問は受付けません。 

業務提案審査等の内容についての質問も、この期間のみの受付とします。なお、質疑回答書は、

本実施要領の追加変更または修正として実施要領と同等、もしくは置き換えるものとします。 
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（１）受付期限 

令和２年６月２日（火）午後５時 

 

（２）回答日 

令和２年６月９日（火） 

 

（３）その他 

電子メールにおける表題は、「大阪市立美術館大規模改修工事基本設計者選定公募型プロポーザル 

質疑書」とし、【様式３】を原本ファイル形式のまま保存した電子データを添付のうえ、送信してく

ださい。なお、誤送信等のトラブルの責任は持てませんので、十分注意してください。送信後は、

必ず審査委員会事務局に電話をし、受信確認を行ってください。 

 

７. 実績・体制審査書類の提出 

（１）提出方法等 

ア 封筒の裏面に「大阪市立美術館大規模改修工事基本設計者選定公募型プロポーザル審査書

類」と朱書きし、提出期限までに本要領３．（３）審査委員会事務局 アの提出先あてに提出

してください。郵送等、配達までの送達過程の記録が確認できる簡易書留等によるものとし

提出期限までに必着とします。持参は不可とします。なお、提出された書類は一切返却しま

せん。 

イ 書類受領後、ＦＡＸにて提出書類受領確認書を送付しますので、到着しましたらＦＡＸのご

返送をお願いします。 

 

（２）提出期限 

令和２年６月 23日（火）午後５時まで 

 

（３）提出書類（各１部） 

ア 参加表明書【様式４-１】 

イ 参加資格確認書【様式４-２】 

ウ 共同企業体協定書【様式５】 

エ 参加者に所属する技術者数および有資格者数【様式６-１】 

オ 参加者の同種・類似業務実績【様式６-２】 

カ 管理技術者・主任技術者の経歴等【様式７】 

キ 上記イ、オおよびカに関する実績等を確認できる資料 

※ 用紙サイズはＡ４判またはＡ３判とし、Ａ３判はＡ４判の大きさに折り込み、ページ番号を

付してＡ４判ファイル綴じしてください。 

 

（４）提出書類の記入上の留意事項 

ア 参加表明書【様式４-１】 

① 代表者印を押印のうえ、提出してください。 
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② 単体企業の場合または共同企業体の場合のどちらかを提出してください。 

イ 参加資格確認書【様式４-２】 

① 一級建築士事務所登録について記入してください。 

② 本要領４（３）に該当する実績を記入してください。 

ウ 共同企業体協定書【様式５】 

① 共同企業体の場合は(案)をもとに協定書を提出してください。 

エ 参加者に所属する技術者数および有資格者数【様式６-１】 

① 当該参加者の技術職員・資格について記入してください。 

② 対象とする資格は、一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備

士、建築積算士、建築コスト管理士とし、これ以外の資格については記入しないでくだ

さい。また、複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格の保有者として

記入してください。 

オ 参加者の同種・類似業務実績【様式６-２】 

以下の①、②に該当する同種または類似の業務実績４件を記入してください。なお、業務実績

とは実施設計業務を元請（ＪＶの場合は代表構成員、構成員のいずれも可とする）で受託して

いる実績（平成 12年度以降に当該業務が完了したもの）を対象とします。実績が複数ある場合

は、同種業務の実績を優先し、規模が大きいものから４件を記入してください。 

① 同種業務の実績における対象施設 

同種業務は、以下のａ，ｂのいずれかに該当するものとする。 

a 平成 12 年度以降に日本国内で業務を完了した、文化財建物で当該用途の床面積が

1,000㎡以上の建築物の改修を対象とする。 

b 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、「平成 31年国土交通省告示第 98号別

添二による建築物の類型十二 文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館」に

該当し、床面積 2,000㎡以上の建築物の改修（ただし、複合施設の場合は、別用途（類

型十二文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館以外）を除いた当該用途に供

する部分の床面積の合計が 2,000㎡以上の場合に限る。）を対象とする。 

② 類似業務の実績における対象施設 

類似業務は、以下のａ，ｂ，ｃのいずれかに該当するものとする。 

a 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、文化財建物で当該用途の床面積が 500

㎡以上の建築物の改修を対象とする。 

b 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、「平成 31年国土交通省告示第 98号別

添二による建築物の類型十二 文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館」に

該当し、床面積 1,000㎡以上の建築物の改修（ただし、複合施設の場合は、別用途（類

型十二文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館以外）を除いた当該用途に供

する部分の床面積の合計が 1,000㎡以上の場合に限る。）を対象とする。 

c 平成 12年度以降に日本国内で業務を完了した、「平成 31年国土交通省告示第 98号別

添二による建築物の類型十二 文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館」に

該当し、延べ面積 1,000㎡以上の建築物の新築、改築、増築（ただし、複合施設の場

合は、別用途（類型十二文化・交流・公益施設 第２類 美術館・博物館以外）を除
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いた当該用途に供する部分の床面積の合計が 1,000㎡以上の場合に限る。また、増築

の場合は、増築部分のうち当該用途部分の床面積が 1,000㎡以上の場合に限る）を対

象とする。 

※1 同種業務のａ、かつ同種業務のｂを満たす実績については、同種業務で２件として評価

します。 

※2 類似業務のａ、かつ類似業務のｂを満たす実績については、類似業務で２件として評価

します。 

※3 同種業務のａ、かつ類似業務のｂを満たす実績、又は、同種業務のｂ、かつ類似業務の

ａを満たす実績については、同種業務で１件、類似業務で１件として評価します。 

※4 同種または類似業務の実績が合わせて４件に満たない場合は、該当するもののみを記入

してください。 

※5 該当する業務実績については、次のとおり記入してください。 

a 受注形態の欄には、単独、共同企業体または協力（協力会社としての参画）の別を

記入してください。 

b 協力の場合は、発注者名の欄に発注者を記入するとともに、元請事務所名について

かっこ書きで記入してください。 

※6 審査において、同種実績または類似実績の要件を満たさないと本機構が判断した場合、

「同種」を「類似」または「実績無し」と、また「類似」を「実績無し」として評価す

ることがあります。 

 

カ 配置技術者の経歴等【様式７】 

本業務を担当する管理技術者および記入を求める各専門分野の主任技術者について、次に従

い記入してください。また、同種・類似業務実績および記入件数は２件とします。 

① 同種・類似業務実績 

a 同種・類似業務実績の内容は、前記オ①～②と同様とします。 

b 該当する業務実績については、前記オ※5にならって記入し、あわせて関わった分担

業務分野および立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者またはこれらに準ずる

立場）を記入してください。 

② 同種または類似業務の実績が合わせて２件に満たない場合は、該当するもののみを記入

してください。 

キ 資格・実績等を確認できる資料（参加者、配置技術者とも） 

① 資格等 

建築士事務所登録証明書、配置技術者の各種資格証明書、管理技術者と主任技術者（建

築（総合））の雇用関係が確認できる資料、契約内容が確認できる資料として「契約書

（鑑）」の写しを提出してください。 

② 同種・類似業務実績を確認できる資料 

当該業務の「業務契約書」や「公共建築協会の公共建築設計者情報システム（PUBDIS）

の業務カルテ」、当該建物が「美術館・博物館であることを証する資料」や「文化財であ

ることを証する資料」、当該業務に関わった「配置技術者の分野や立場を証する資料」等
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の写しを提出してください。 

 

（５）審査における評価項目 

実績・体制審査における評価項目および配点は、評価要領によります。 

 

８. 業務提案審査・見積価格審査書類の提出 

（１）提出方法等 

本要領７．（１）ア～イを参照してください。 

 

 

（２）提出期限 

令和２年７月 21日（火）午後５時まで 

 

（３）提出書類（正本１部と副本５部） 

ア 業務提案書（表紙）【様式８-１】 

イ 業務提案書（業務実施方針、提案テーマ１～２）【様式８-２～様式８-４】 

ウ 提案見積価格書【様式９】 

エ ア～ウまでの電子データ【ＰＤＦ形式】 

※ 正本は、記名・代表者印を押印したものとし、副本には、記名・押印しないでください。 

※ 電子データは、押印なしのデータとし、１部提出してください。 

※ 用紙サイズはＡ４判またはＡ３判とし、Ａ３判はＡ４サイズに半折りにし、クリップ止めと

してください。 

 

（４）提出書類の記入上の留意事項 

ア 業務提案書（表紙）【様式８-１】 

用紙サイズはＡ４判とし、代表者印を押印のうえ、提出してください。 

イ 業務提案書【様式８-２～様式８-５】 

業務提案書は、「大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31年度）」を踏まえた以下の提

案テーマについて提案を求めます。業務提案書はＡ３判とし、業務実施方針で１枚、提案テ

ーマ１，２各々１枚ずつとしてください。また、同提案書には参加者が特定できる内容の記

述（社名や実績の名称など）は一切記載しないでください。文字の大きさは 10.5ポイント以

上（図表内の文字は除く。）とし、用紙の余白は、左側最低 20mm以上、上下および右側最低

10mm以上を確保してください。 

【業務提案書の構成】 

① 業務実施方針 

② ＜提案テーマ１＞ 文化財建物の大規模改修設計のポイント 

③ ＜提案テーマ２＞ 美術館の大規模改修設計のポイント 

ウ 提案見積価格書【様式９】 

本業務に係る見積金額を記入してください。また、妥当性を確認するために基本設計業務に
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係る内訳書を添付してください。 

エ 電子データ 【ＰＤＦ形式】 

ＣＤ－Ｒ(容量が不足する場合はＤＶＤ－Ｒとする。) に提出書類の電子データを格納し、提

出してください。記名、押印のない副本をＰＤＦ形式に変換し、ウィルスチェックを行った

うえで提出してください。 

 

（５）審査における評価項目 

業務提案審査における評価項目は、下表によります。 

 

提案テーマ 提案内容 

＜業務実施方針＞ ア）「大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31 年度）」の内容を踏ま

え、本業務への基本的な取り組み方針、本業務遂行上特に配慮する事項

についての提案 

イ）本業務への取組体制と、設計チームの組成方針、チームの特徴等につい

ての提案 

ウ）設計過程を含む事業全体のスケジュール管理方法や、事業費抑制に効果

的なコスト管理手法（工費概算時期、VE 等）等 

＜提案テーマ１＞ 

文化財建物の 

大規模改修設計の 

ポイント 

ア）建物の文化財的価値を保全・復元しつつ、新しい機能・性能要求を満た

すように大規模改修する基本設計を進める上で、最も重要と考える取り

組みについて提案 

イ）「大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31 年度）」の内容を踏ま

え、文化財建物の大規模改修設計における重要な検討課題を、各種設備

改修に関するものも含めて整理し、それぞれの検討課題に対して最適

な、本業務における対応策と実施設計段階での対応策を提案 

＜提案テーマ２＞ 

美術館の 

大規模改修設計の 

ポイント 

ア）大阪市立美術館を新しい機能・性能要求を満たすように大規模改修する

基本設計を進める上で、最も重要と考える取り組みについて提案 

イ）「大阪市立美術館大規模改修モデルプラン（Ｈ31 年度）」の内容を踏ま

え、美術館の大規模改修設計における重要な検討課題を、各種設備改修

に関するものも含めて整理し、それぞれの検討課題に対して最適な、本

業務における対応策と実施設計段階での対応策を提案 

 

（６）プレゼンテーションおよびヒアリング 

ア 実績・体制審査の通過者によるプレゼンテーションおよびヒアリングを審査委員会にて行い

ます。プレゼンテーションおよびヒアリングの日時や集合場所等については、別途プレゼン

テーションおよびヒアリング審査実施通知書にて通知します。 

① 日程     令和２年７月 31日（金）午後（予定） 

② 会場     地方独立行政法人大阪市博物館機構 

（大阪市中央区大手前４丁目１番 32号  大阪歴史博物館内） 

③ 参加可能人数 当該業務に予定する管理技術者および建築（総合）主任技術者の出席を必

須とし、いずれかの主任技術者を加えた６名までとします。 

④ その他    会場ではプロジェクターおよびスクリーンは、使用できません。 

イ プレゼンテーションにおける留意事項 

原則として事前に提出した内容への追記・変更は認めません。 



11 

 

ウ 注意事項 

① プレゼンテーションおよびヒアリングは、非公開で実施します。 

② 会場への入場は、集合場所から係員の指示・誘導に従ってください。 

③ プレゼンテーションおよびヒアリングの時間は１者につき 40分程度とし、その内訳はプ

レゼンテーションを 20分以内、ヒアリングを 20分程度で想定しています。 

④ 会場入場後、審査委員の紹介等は行いませんので、速やかに準備・説明を開始してくだ

さい。 

⑤ 模型・パネル等の持ち込みは不可とします。 

⑥ プレゼンテーションおよびヒアリングは匿名で審査を行いますので、資料への社名等の

記載や発言、服装等について、参加者が特定されることがないよう十分注意してくださ

い。 

⑦ プレゼンテーション・ヒアリングに出席しない場合は、参加意思がないものとみなし、

原則として審査の対象としません。 

⑧ やむを得ず、プレゼンテーションの参加者が変わる場合は、事前にご連絡ください。 

 

（７）見積価格審査 

見積価格評価については、評価要領によります。 

 

９. 審査結果の通知および公表 

（１）実績・体制審査結果 

参加者全員に文書で通知します。 

 

（２）審査結果 

業務提案審査参加者全員に文書で通知します。ただし、委託候補者および次点候補者に選定され

た者については、選定通知書を送付します。なお、結果については、委託候補者および次点候補者

として選定された者を本機構ホームページで公表する予定です。 

 

１０.失格 

次のいずれかに該当する場合には、失格となることがあります。 

ア 提出書類等が本要領の提出方法に適合しない場合 

イ 提出書類等が本要領に示された条件に適合しない場合 

ウ 虚偽の内容が記入されている場合 

エ その他、本要領に違反すると認められた場合 

オ 選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

カ 審査委員会事務局や審査委員に不当な働きかけをした場合 

キ 評価点が、本機構が定める基準点を下回った場合 

 

１１.業務契約 

（１）契約手続 
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審査委員会事務局は、本プロポーザルにおいて最も優れた提案者と認められた委託候補者と契約

交渉を行います。なお、この手続に参加した者が、通知日から委託候補者特定までの間に、大阪市

や本機構から競争参加資格停止または競争参加資格除外の措置を受けた場合、その者については、

この手続に係る特定の対象とせず、または契約の締結を行わないことがあります。また、委託候補

者に事故等があり、契約交渉が不可能となった場合は、次点候補者を契約交渉の相手方とするもの

とします。 

なお、契約は大阪市の建築設計業務委託契約書に準ずるものとし、契約に係る業務内容、履行期

間等については、「大阪市立美術館大規模改修工事基本設計業務委託特記仕様書（案）」によるもの

とします。 

 

１２.その他 

（１）辞退について 

プレゼンテーションおよびヒアリング審査実施通知書を受けた者が、これを辞退する場合は、参

加辞退届【様式 10】により、令和２年７月 21日（火）午後５時までに本要領３．（３）審査委員会

事務局 アの提出先まで持参または郵送してください。なお、辞退した場合でも、これを理由とし

て以後の業務発注等に不利益な扱いを受けることはありません。 

 

（２）参加に係る費用 

本プロポーザルの参加に係る費用は、全て参加者の負担とします。 

 

（３）追加資料など 

提出受付期限以降における提出資料の追加、差替えおよび再提出は原則として認めません。ただ

し、本機構が提出書類等の確認のため、追加の資料提出を求めた場合はこの限りではありません。

また、本業務の実施にあたっては、提出資料に記入した配置予定の管理技術者および主任技術者を

原則として変更することはできません。ただし、入院、死亡、退職等のやむを得ない理由により変

更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの承諾を本機構から得るものとします。 

 

（４）提出書類の取扱い 

ア 提出された書類等は返却しません。 

イ 提出書類は、審査を行う作業に必要な場合において複製を作成します。 

ウ 提出資料およびその複製は、提出者に無断で審査以外の目的で使用しないものとします。た

だし、本機構は、委託候補者に選定された参加者の業務提案書等のうち、「提案テーマについ

ての技術提案」については、本機構の広報等において公表できることとし、本プロポーザル

に関する記録として使用できるものとします。 

 

（５）異議申し立て 

審査の経緯および結果についての異議の申立ては受付けません。 

 


